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　障
が
い
者
手
帳
の
種
類

　障
が
い
者
手
帳
は
、
障
が
い
の
あ
る

人
に
発
行
さ
れ
る
手
帳
で
す
。
障
が
い

の
種
類
に
よ
り
次
の
３
つ
に
分
け
ら
れ

ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
・
・
・
目
、
耳
、
手
足
、
内
臓

　な
ど
身
体
に
永
続
す
る
障
が
い
の
あ
る
人
に
交
付

　さ
れ
る
手
帳
で
す
。
等
級
は
重
度
か
ら
順
に
１
～

　６
級
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

②
療
育
手
帳
・
・
・
知
的
に
障
が
い
の
あ
る
人
に
交

　付
さ
れ
る
手
帳
で
、重
度
か
ら
順
に
Ａ
１
、Ａ
２
、

　Ｂ
１
、
Ｂ
２
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
・
・
・
精
神
に
障
が

　い
の
あ
る
人
に
交
付
さ
れ
る
手
帳
で
す
。
等
級
は

　重
度
か
ら
順
に
１
～
３
級
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　税
金
の
控
除
・
減
免
、

　公
共
料
金
の
割
引

①
所
得
税
・
住
民
税
の
控
除

　
　障
が
い
者
手
帳
を
取
得
し
た
場
合
、
そ
の
等
級

　に
応
じ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　障
害
者
控
除

　
　【控
除
額
】
所
得
税
27
万
円

　
　
　
　
　
　　住
民
税
26
万
円

　
　【対
象
と
な
る
手
帳
の
種
類
】

　・
身
体
障
害
者
手
帳
（
３
～
６
級
）

　・
療
育
手
帳
（
Ｂ
１
、
Ｂ
２
）

　・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
２
級
、
３
級
）

　特
別
障
害
者
控
除

　
　【控
除
額
】
所
得
税
40
万
円

　
　
　
　
　
　　住
民
税
30
万
円

　
　【対
象
と
な
る
手
帳
の
種
類
】

　・
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
、
２
級
）

　・
療
育
手
帳
（
Ａ
１
、
Ａ
２
）

　・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
１
級
）

②
自
動
車
取
得
税·

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
減
免

　
　障
が
い
の
あ
る
人
が
自
動
車
を
所
有
し
運
転
す

　る
場
合
や
障
が
い
の
あ
る
人
と
生
計
を
一
に
す
る

　同
居
者
が
、
障
が
い
の
あ
る
人
の
通
学
や
通
院
の

　た
め
に
運
転
を
す
る
場
合
は
減
免
を
受
け
ら
れ
る

　こ
と
が
あ
り
ま
す
。

③
有
料
道
路
通
行
料
の
割
引

　
　対
象
と
な
る
手
帳
を
持
つ
本
人
や
介
護
者
の
運

　転
で
有
料
道
路
を
通
行
す
る
場
合
、
通
行
料
金
が

　半
額
に
な
り
ま
す
。（
２
種
は
本
人
運
転
の
み
）（
事

　前
の
申
請
が
必
要
で
す
）

　【対
象
と
な
る
手
帳
の
種
類
】

　・
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
～
６
級
）

　・
療
育
手
帳
（
Ａ
１
、
Ａ
２
）

④
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
減
免

　
　免
除
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
減
免
（
全
額

　か
半
額
免
除
）
に
な
り
ま
す
。

⑤
旅
客
運
賃
の
割
引

　
　鉄
道
・
飛
行
機
・
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
の
運
賃
が

　割
引
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
切
符
の
購
入
や

　料
金
の
支
払
い
時
に
障
が
い
者
手
帳
の
提
示
が
必

　要
で
す
。

　手

　当

　次
に
該
当
す
る
人
に
は
手
当
制
度
が
あ
り
ま
す
。

①
日
常
生
活
で
、
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る

　在
宅
の
重
度
障
が
い
者
（
児
）

障がいのある人への
　　　　　生活サポート
障がいのある人に対して、さまざまな公的支援があります。今回、特に身近なものを紹介します。
障がい種別や程度、所得によって該当しない場合や事前の申請が必要なものがありますので、詳細は問い
合わせください。

問合せ　障がい者支援課（本庁仮設庁舎東棟1階）　☎ 35-0294

　20
歳
以
上
…
特
別
障
害
者
手
当

　
　
　
　
　
　【手
当
月
額
】
２
万
６
８
１
０
円

　20
歳
未
満
…
障
害
児
福
祉
手
当

　
　
　
　
　
　【手
当
月
額
】
１
万
４
５
８
０
円

②
中
程
度
以
上
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
20
歳
未
満

　の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　特
別
児
童
扶
養
手
当

　【手
当
月
額
】
重
度
　５
万
１
４
５
０
円

　
　
　
　
　
　  

中
度
　３
万
４
２
７
０
円

　自
立
支
援
医
療

①
精
神
通
院

　
　指
定
医
療
機
関
で
、
精
神
疾
患
の
継
続
的
な
通

　院
に
よ
る
医
療
が
必
要
な
人
に
対
し
、
医
療
費
の

　一
部
を
医
療
保
険
と
公
費
で
負
担
し
ま
す
。

②
更
生
医
療

　
　指
定
医
療
機
関
で
、
18
歳
以
上
の
身
体
障
害
者

　手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
が
、
障
が
い
の
軽
減
や
回

　復
を
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
手
術
な
ど
の
治
療
を

　受
け
る
場
合
に
、
医
療
費
の
一
部
を
医
療
保
険
と

　公
費
で
負
担
し
ま
す
。

③
育
成
医
療

　
　指
定
医
療
機
関
で
、
18
歳
未
満
の
身
体
に
障
が

　い
の
あ
る
人
が
、
障
が
い
の
軽
減
や
回
復
を
さ
せ

　る
た
め
に
必
要
な
手
術
な
ど
の
治
療
を
受
け
る
場

　合
に
、
医
療
費
の
一
部
を
医
療
保
険
と
公
費
で
負

　担
し
ま
す
。
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　対
象
者

　
　重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人
の
み
の
世
帯
に
属
す

　る
人
な
ど

　※
近
隣
の
協
力
員
と
し
て
２
人
の
登
録
が
必
要

　利
用
料

　
　緊
急
通
報
装
置
レ
ン
タ
ル
料
の
一
部

　（半
額
に
つ
い
て
は
市
が
負
担
）
を
負
担

　※
設
置
・
撤
去
に
か
か
る
費
用
は
市
が
負
担

　そ
の
他

①
車
い
す
の
無
料
貸
出

　
　外
出
な
ど
一
時
的
に
車

　い
す
が
必
要
な
人
に
貸
出

　し
ま
す
。

②
住
宅
改
造
助
成

　
　重
度
の
障
が
い
の
あ
る
人
が
在
宅
す
る
住
宅
の

　改
造
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。増
築
や
改
築
、

　新
築
は
対
象
外
で
す
。

　障
が
い
者
就
労
支
援
セ
ミ
ナ
ー

　
障
が
い
の
あ
る
人
の
「
働
き
た
い
」
を
応
援
す

る
た
め
に
、
事
業
主
や
そ
こ
で
働
く
人
、
地
域
、

家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
障
が
い
を
理
解
し
、「
と

も
に
働
く
」
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

と

　き
　
12
月
18
日
㈪
　

　
　
　
　
午
後
２
時
～
４
時

　
　
　
　（受
付
　
午
後
１
時
30
分
～
）

と
こ
ろ
　
や
つ
し
ろ
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル

内

　容
　
障
が
い
者
の
就
労
に
関
す
る
制
度

　
　
　
　（
助
成
な
ど
）
の
紹
介

　
　
　
　
や
家
族
や
事
業
所
な
ど

　
　
　
　
か
ら
支
え
ら
れ
て
就
労

　
　
　
　
に
至
っ
た
事
例
発
表

費

　用
　
無
　
料

相談支援事業所

　障がい者やその保護者を対象に、市が委託し
た相談支援事業所の専門職員が、日常生活や障
害福祉サービスの利用などについての相談を行
います。また、申請をするときの支援、サービ
ス事業者との連絡調整なども行います。
＊利用料は無料

【委託事業所名】

・かんねさこ荘相談支援事業所
　（主に身体障がいに対応します）
　所在地：松江本町５-１５
　☎４５-９０１２　D４５-９０１３

・地域生活相談支援センター　すまいる
　（主に精神・知的障がいに対応します）
　所在地：大村町７２０-１
　☎３２-２３３３　D３２-２６３２

・氷川学園相談支援事業所　風舎
　所在地：八代郡氷川町宮原１１６７-２
　☎・D６２-４０８１

障害者就業・生活支援センター

　就業や就業に伴う日常生活上の支援を必要と
する障がい者を対象に窓口での相談、職場や家
庭訪問などによる指導・相談を行います。
＊利用料は無料で、原則予約制
・熊本県南部障害者就業・生活支援センター　結
　☎３５-３３１３　D４５-５２３３

地域療育センター

　子育てのしにくさや、子どもの困り感などの
心配がある人に、心配を軽減できるように一緒
に考え、子ども自身と関わる人もよりよく生活
できるようにお手伝いします。
＊利用料は無料で、原則予約制
・八代圏域地域療育センター
　☎・D３５-４７６６

障がい者虐待防止センター

　障がいのある人を虐待という権利侵害から守
り、障がいのある人が地域で安定した生活を送
ることができるよう、虐待の通報や相談窓口を
設置しています。
　虐待は早期発見、早期の対応が必要です。障
がいのある人への虐待を発見したときは、速や
かにお知らせください。
【虐待の例】
　暴力、体罰、性的嫌がらせ、脅し、身の回り
の世話や介助をしない、財産や年金を同意なし
に勝手に使うなど。

・八代市障がい者虐待防止センター
　　（障がい者支援課内）　☎３５-０２９４

　重
度
心
身
障
が
い
者

　医
療
費
助
成

　
　重
度
の
障
が
い
の
あ
る
人
が
医
療
機
関
で
支
払

　っ
た
医
療
費
の
自
己
負
担
分
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　【対
象
と
な
る
手
帳
の
種
類
】

　・
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
、
２
級
）

　・
療
育
手
帳
（
Ａ
１
、
Ａ
２
）

　・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
１
級
）

　安
心
相
談
確
保
事
業

　（
緊
急
通
報
装
置
の
貸
与
）

　
　緊
急
通
報
装
置
の
貸
与
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活

　に
関
す
る
相
談
や
急
病
、
災
害
な
ど
の
緊
急
時
に

　迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
し
ま
す
。
ま
た
、
定
期
的

　（
月
２
回
）
に
安
否
確
認
を
行
い
ま
す
。

　【対
象
と
な
る
手
帳
の
種
類
】

　・
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
、
２
級
）

　・
療
育
手
帳
（
Ａ
１
、
Ａ
２
）

③
運
転
免
許
取
得
費
用
助
成

　
　社
会
参
加
の
た
め
、
障
が
い
の
あ
る
人
が
普
通

　自
動
車
の
運
転
免
許
取
得
が
必
要
な
場
合
、
費
用

　の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。（
限
度
額
10
万
円
）

④
自
動
車
改
造
費
用
助
成

　
　社
会
参
加
の
た
め
、
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
人

　が
自
動
車
の
改
造
が
必
要
な
場
合
、
費
用
の
一
部

　を
助
成
し
ま
す
。（
限
度
額
10
万
円
）

⑤
成
年
後
見
制
度

　
　認
知
症
や
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が
い
な
ど
の

　理
由
で
判
断
能
力
が
不
十
分
な
人
を
法
律
面
や
生

　活
面
（
財
産
管
理
や
介
護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利

　用
す
る
た
め
の
手
続
き
な
ど
）
で
保
護
し
た
り
支

　援
し
た
り
す
る
制
度
で
す
。
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　障
が
い
者
手
帳
の
種
類

　障
が
い
者
手
帳
は
、
障
が
い
の
あ
る

人
に
発
行
さ
れ
る
手
帳
で
す
。
障
が
い

の
種
類
に
よ
り
次
の
３
つ
に
分
け
ら
れ

ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
・
・
・
目
、
耳
、
手
足
、
内
臓

　な
ど
身
体
に
永
続
す
る
障
が
い
の
あ
る
人
に
交
付

　さ
れ
る
手
帳
で
す
。
等
級
は
重
度
か
ら
順
に
１
～

　６
級
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

②
療
育
手
帳
・
・
・
知
的
に
障
が
い
の
あ
る
人
に
交

　付
さ
れ
る
手
帳
で
、重
度
か
ら
順
に
Ａ
１
、Ａ
２
、

　Ｂ
１
、
Ｂ
２
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
・
・
・
精
神
に
障
が

　い
の
あ
る
人
に
交
付
さ
れ
る
手
帳
で
す
。
等
級
は

　重
度
か
ら
順
に
１
～
３
級
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　税
金
の
控
除
・
減
免
、

　公
共
料
金
の
割
引

①
所
得
税
・
住
民
税
の
控
除

　
　障
が
い
者
手
帳
を
取
得
し
た
場
合
、
そ
の
等
級

　に
応
じ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　障
害
者
控
除

　
　【控
除
額
】
所
得
税
27
万
円

　
　
　
　
　
　　住
民
税
26
万
円

　
　【対
象
と
な
る
手
帳
の
種
類
】

　・
身
体
障
害
者
手
帳
（
３
～
６
級
）

　・
療
育
手
帳
（
Ｂ
１
、
Ｂ
２
）

　・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
２
級
、
３
級
）

　特
別
障
害
者
控
除

　
　【控
除
額
】
所
得
税
40
万
円

　
　
　
　
　
　　住
民
税
30
万
円

　
　【対
象
と
な
る
手
帳
の
種
類
】

　・
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
、
２
級
）

　・
療
育
手
帳
（
Ａ
１
、
Ａ
２
）

　・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
１
級
）

②
自
動
車
取
得
税·

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
減
免

　
　障
が
い
の
あ
る
人
が
自
動
車
を
所
有
し
運
転
す

　る
場
合
や
障
が
い
の
あ
る
人
と
生
計
を
一
に
す
る

　同
居
者
が
、
障
が
い
の
あ
る
人
の
通
学
や
通
院
の

　た
め
に
運
転
を
す
る
場
合
は
減
免
を
受
け
ら
れ
る

　こ
と
が
あ
り
ま
す
。

③
有
料
道
路
通
行
料
の
割
引

　
　対
象
と
な
る
手
帳
を
持
つ
本
人
や
介
護
者
の
運

　転
で
有
料
道
路
を
通
行
す
る
場
合
、
通
行
料
金
が

　半
額
に
な
り
ま
す
。（
２
種
は
本
人
運
転
の
み
）（
事

　前
の
申
請
が
必
要
で
す
）

　【対
象
と
な
る
手
帳
の
種
類
】

　・
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
～
６
級
）

　・
療
育
手
帳
（
Ａ
１
、
Ａ
２
）

④
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
減
免

　
　免
除
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
減
免
（
全
額

　か
半
額
免
除
）
に
な
り
ま
す
。

⑤
旅
客
運
賃
の
割
引

　
　鉄
道
・
飛
行
機
・
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
の
運
賃
が

　割
引
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
切
符
の
購
入
や

　料
金
の
支
払
い
時
に
障
が
い
者
手
帳
の
提
示
が
必

　要
で
す
。

　手

　当

　次
に
該
当
す
る
人
に
は
手
当
制
度
が
あ
り
ま
す
。

①
日
常
生
活
で
、
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る

　在
宅
の
重
度
障
が
い
者
（
児
）

障がいのある人への
　　　　　生活サポート
障がいのある人に対して、さまざまな公的支援があります。今回、特に身近なものを紹介します。
障がい種別や程度、所得によって該当しない場合や事前の申請が必要なものがありますので、詳細は問い
合わせください。

問合せ　障がい者支援課（本庁仮設庁舎東棟1階）　☎ 35-0294

　20
歳
以
上
…
特
別
障
害
者
手
当

　
　
　
　
　
　【手
当
月
額
】
２
万
６
８
１
０
円

　20
歳
未
満
…
障
害
児
福
祉
手
当

　
　
　
　
　
　【手
当
月
額
】
１
万
４
５
８
０
円

②
中
程
度
以
上
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
20
歳
未
満

　の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

　特
別
児
童
扶
養
手
当

　【手
当
月
額
】
重
度
　５
万
１
４
５
０
円

　
　
　
　
　
　  

中
度

　３
万
４
２
７
０
円

　自
立
支
援
医
療

①
精
神
通
院

　
　指
定
医
療
機
関
で
、
精
神
疾
患
の
継
続
的
な
通

　院
に
よ
る
医
療
が
必
要
な
人
に
対
し
、
医
療
費
の

　一
部
を
医
療
保
険
と
公
費
で
負
担
し
ま
す
。

②
更
生
医
療

　
　指
定
医
療
機
関
で
、
18
歳
以
上
の
身
体
障
害
者

　手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
が
、
障
が
い
の
軽
減
や
回

　復
を
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
手
術
な
ど
の
治
療
を

　受
け
る
場
合
に
、
医
療
費
の
一
部
を
医
療
保
険
と

　公
費
で
負
担
し
ま
す
。

③
育
成
医
療

　
　指
定
医
療
機
関
で
、
18
歳
未
満
の
身
体
に
障
が

　い
の
あ
る
人
が
、
障
が
い
の
軽
減
や
回
復
を
さ
せ

　る
た
め
に
必
要
な
手
術
な
ど
の
治
療
を
受
け
る
場

　合
に
、
医
療
費
の
一
部
を
医
療
保
険
と
公
費
で
負

　担
し
ま
す
。
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